
 

滋賀県下水道第２期中期ビジョンの策定 

 

■現 状 

 滋賀県では、琵琶湖流域下水道事業や市町の単独公共下水道事業が実施されており、

下水道普及率は年々増加しております（平成29年度末下水道普及率89.7%、全国第7位）。

一方、地震等の災害対応、施設更新や維持管理に係る経費の増大、効率的かつ持続的な

下水道経営などの課題も浮かび上がってきました。このため、滋賀県は市町と共同し、

これらの課題を整理し、目標と施策の方向性を示すことを目的に、「滋賀県下水道中期

ビジョン」（以下、「中期ビジョン」という。）を平成 23 年度に策定（平成 28 年度に中

間見直し）しました。 

 中期ビジョンでは、課題や施策を、「暮らし」、「安全・安心」、「環境」、「経営管理」、

「共通」の５分野に整理し、将来像を設定し、平成 32 年度までのビジョンの方向性、

施策、目標を設定し、毎年度その進捗状況の点検を行っておりました。 

 

■策定の必要性 

 現行中期ビジョンの計画期間が平成 32 年度末であることから、設定した目標、方向

性等の評価を行い、顕在化した課題を抽出するとともに、人口減少や下水道施設の老朽

化など社会経済情勢の変化等を考慮した新たな中期ビジョンを策定し、今後の滋賀県下

水道事業の方向性を定める必要があります。 

  

■主な検討事項 

 ①現行中期ビジョンの評価および社会経済情勢の変化を踏まえた課題 

 ②抽出された課題を踏まえた将来像と施策の方向性 

 ③各施策の段階的目標レベル 

 

■策定スケジュール 

 策定の作業は、平成 31～32 年度の２ヶ年をかけて実施する予定です。 

 平成 31 年度は、現行中期ビジョンの評価と新たな社会経済情勢の変化を踏まえた新

たな課題の抽出を行い、今後の施策の方向性、枠組みについての検討に取りかかります。 

 策定に関しては、下水道審議会に諮り、将来像の設定、施策の方向性の決定、各施策

の段階的目標レベルの設定を行い平成 32 年度には、新たな中期ビジョンを取りまとめ

る予定です。 

 

第２期中期ビジョン策定スケジュール（案）

年
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○ ○ ○ ○ ○ ○
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滋賀県基本構想（計画期間 2019～2030） 
持続可能な滋賀社会ビジョン 

第五次滋賀県環境総合計画 

（計画期間 2019～2030） 
「滋賀県の環境施策の基本計画」 

○低炭素社会の実現 
○琵琶湖環境の再生 

環境分野以外の 
計画・ビジョン 県環境 

基本条例 

マザーレイク 21 計画 

第 2 期(2011～2020) 
「琵琶湖総合保全整備計画」 

○琵琶湖と人との共生 

滋賀県下水道中期ビジョン 

第 1 期(2011～2020) (2016 中間見直し) 
○今後 10 年間の下水道の取組み 

個別計画 

滋賀県下水道中期ビジョンの位置づけ 

経営戦略 汚水処理施

設整備構想 

下水道 
ＢＣＰ 

下水道施設 
耐震化計画 

流域別下水道

整備総合計画 

ストックマネ

ジメント計画 

事業計画 

暮らし 安全安心 環境 経営管理 共通 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

将来像 

 

現状と課題 施策の方向性 将来の姿 

Ⅰ暮らし 
快適な生活と 

豊かな地域づくり 

のために 

Ⅱ安全・安心 
安全で誰もが 

安心して暮らせる 

地域づくりのために 

Ⅲ環境 
豊かで魅力ある 

県土づくりのために 

Ⅳ経営管理 
持続的な下水道の 

あゆみのために 

Ⅴ共通 
下水道の見える化・ 

水環境ビジネスの 

展開のために 

◇汚水処理の未普及地区の

残存 
・下水道普及率（H27）は 88.8%（全国 7

位）。全体計画区域内に一部未整備

地区が残る。 

 
◇下水道への接続率状況 
・高齢化率の高い市町では低い傾向。 

 

 
◇浸水リスクの顕在化 
・局所的集中豪雨の増加により、浸水

リスクが顕在化。 

◇不明水量の増加 
 

 

 
◇大規模地震リスクの顕在化 
 

 

 
◇施設の老朽化の進行 
 

 

 

◇汚水処理普及の促進 
・滋賀県汚水処理施設整備構想によ

る整備目標の設定（市町） 

・早期・低コスト型下水道整備の促進

（市町） 

 

◇適正な汚水処理推進のため

の接続率の向上 
・接続率向上に関する検討会の実施 

◇下水道・汚水処理の普及率 
下水道普及率 

5 年後  10 年後   最終 
88.8%   92.2%    97.9% 

汚水処理普及率 

5 年後  10 年後   最終 
98.5%   99.3%    100% 

 

◇浸水対策の加速 
・浸水対策施設の整備（県・市町） 

◇不明水対策の促進 
・発生源の調査、対策の実施（県・市

町） 

 
◇県・市町・民間等が一体とな

った危機管理の充実 
・耐震対策等の推進（県・市町） 

◇点検・診断・改築のメンテナ

ンスサイクルの確立 
・効率的なストックマネジメントの実施 

◇浸水対策の実施 
・ポンプ場の浸水防止対策を実施 

◇不明水対策の実施 
・市町で不明水発生箇所調査を実施 

◇耐震対策の実施 
・全市町で BCP の策定 

◇ストックマネジメントの実施 
・ストックマネジメント計画を策定し、効

率的な改築更新の実施 

◇水環境に対する持続的な貢

献の必要性 
・琵琶湖の水質メカニズム調査結果を

踏まえた下水処理の検討が必要。 

 
◇汚泥リサイクル率の増加と

と多様なポテンシャル利用 
・汚泥の有効利用率の低下。 

・下水熱利用の拡大。 

 

◇地球温暖化の進行  
 

◇水環境の向上 
・高度処理人口の増加（市町） 

・研究機関との連携の推進 

◇新たなエネルギーの創造、

地産地消 
・新たな下水道汚泥の有効利用手法

の検討（県・市町） 

・下水熱の有効利用 

◇地球温暖化対策 
・下水道資源を活用した温室効果ガス

の削減（県・市町） 

◇高度処理人口の増加 
・高度処理人口普及率（市町） 

5 年後  10 年後  最終  

88.4 %   91.8%   97.6% 

◇下水熱の有効利用 
・下水熱ﾎﾟﾃﾝｼｬﾙﾏｯﾌﾟの活用 

◇地球温暖化対策 
・下水道資源を活用し、効率的な運転

管理方法を検討・推進（県・市町） 

◇使用料収入の伸び悩みと老

朽化施設の更新費用の増加 
・人口減少、少子高齢化による、使用

料収入の伸び悩み。 

・建設された下水道ストックの増大に

対応するため、ストックマネジメントが

必要。 

◇機能・サービスレベル低下

の恐れ 
・下水道担当職員の減少。 

◇経営の透明化 
・総務省より、地方公営企業会計の適

用要請。県は平成 31 年度の移行を

目標。 

◇ストックマネジメントの実施

と施設管理の広域化・共同

化等の導入検討 
・ストックマネジメントの実践 

・維持管理の効率化や広域化・共同

化 

・官民連携手法の導入 

◇下水道の運営力の向上 
・下水道の運営に係る総合的な能力

の向上（県・市町） 

◇公営企業会計の活用 
・下水道経営の効率化、透明化（県・

市町） 

・経営戦略の策定（県・市町） 

◇ストックマネジメントの実施 

・ストックマネジメント計画による経営

管理 

◇施設管理の広域化・共同化 

・他事業との連携や広域化、共同化を

検討・推進 

◇下水道の運営力の向上 

・技術、施設情報の整理・体系化によ

る効率的な施設管理を実施 

◇公営企業会計の活用 

・県：平成 31 年度迄に公営企業会計を

導入 

・市町：平成 32 年度迄に全市町で公営

企業会計を導入 

 
◇水環境に対する持続的な貢

献の必要性 
・琵琶湖の水質メカニズム調査結果を

踏まえた下水処理の検討が必要。 

◇多様なポテンシャルへ期待 
・下水熱利用の拡大。 

 
◇地球温暖化の進行  
 

◇水環境の向上 
・高度処理人口の増加（市町） 

・研究機関との連携の推進 

◇新たなエネルギーの創造 
・下水熱の有効利用 

◇地球温暖化対策 
・下水道資源の活用 

◇高度処理人口の増加 
・高度処理人口普及率（市町） 

5 年後  10 年後  最終  

88.4 %   91.8%   97.6% 

◇下水熱の有効利用 
・下水熱ﾎﾟﾃﾝｼｬﾙﾏｯﾌﾟの活用 

◇地球温暖化対策 
・効率的な運転管理方法を検討・推進 

 

(現行) 滋賀県下水道中期ビジョン体系図 H23 策定（H28 見直し） 



 

審議会、専門部会での検討、議決の流れ(案) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１：「了承」は会長の権限で行う。 

※２：「答申」は会長が行う 

 
 

②他に該当しない案件（一般にはこの方式）

専門部会 専門部会 

県知事 

審議会 

 

審議会 

付託 付託 

諮問 

議決 

報告 

県知事 

議決 

答申 答申 

議決 

会長の了承※1 

答申※2 

議決 

審議会委員への情報提供 

①特に重要な案件 

又は専門部会に属さない案件 

③専門性の高い案件 

且つ他との関連性が低い案件 


